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政 権 交 代 と
政 策 の 継 続 性
　昨年12月の総選挙の結果、民主党中心の政権から自民党中心の政権に交代しました。この稿で

取り上げてきましたように、民主党政権下で、教員養成の高度化（修士レベル化）、大学改革実行プラ

ン（各国立大学のミッションの再定義）という革新的、かつ大胆な大学改革政策が緒に就き、本学もこ

れに積極的に取り組んでいるところです。

　現時点（1月13日）では、自民党政権下でこれらの政策がどのような扱いになるかは判然としません

が、ミッションの再定義の作業と修士レベル化に向けて、当面の実行可能策を審議している文部科学

省の教員の資質能力向上のための協力者会議（私も委員）は存続することになっています。

　今度の自民党政権は、同党「教育再生実行本部・中間取りまとめ」（平成24年11月21日）によれ

ば、教科書検定における「近隣諸国条項」の見直しなどイデオロギー色の濃い教育政策も打ち出して

います。しかし、いじめや学力向上など学校教育の課題は、その現実を見据えればイデオロギーで解決

できるものでないことはあらためて言うまでもありませんし、これらの課題解決には政策の継続と取り組

みの積み重ねが不可欠です。そのことは、文科省政務三役や文教政策に関心の高い自民党議員も

十分に承知していると思います。

　同中間取りまとめでは、大学改革について「大学教育の質の保証徹底の義務化」や「評価に基づ

く資金の重点配分」が、教師力向上のための改革として「教師インターンシップ制度」の導入や、「管

理職養成コース」の大学院設置、「教師待遇及び教師定数の改善・充実」が提言されています。これ

らは、大学改革実行プランと修士レベル化政策の目的・内容と重ねることもできると考えられます。たと

えば、教師インターンシップを（教職）大学院において実習として実施することです。そのための働きか

けを文科省の担当者と協力しながら、政務三役や自民党議員に対して行うことができないかと考えて

います。

　いずれにせよ、とりわけ国立大学の経営にとって国の教育政策は「与件」であり、本学のミッショ

ン・ビジョンの実現と発展を最優先に、政策変化に主体的に、また柔軟に対応していかなければなり

ません。
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